
島根県消費・ 安全対策交付金実施要領

制 定 平成25年５月16日食安第1158号

最終改正 令和５年５月22日農畜第５９号

第１ 趣旨

島根県消費・ 安全対策交付金交付等要綱（ 令和５年５月22日付け畜第58号農林水

産部畜産課長通知。以下「 要綱」 という。 ） に定める島根県消費・ 安全対策交付金

（ 以下「 交付金」 という。） の実施の取扱いについては、要綱によるほか、本通知に

定めるところによるものとする。

第２ 目標値設定に当たっての根拠及び留意事項

要綱別表２の目標値の欄における各目標の目標値設定に当たっての根拠及び留意

事項は、別表１のとおりとする。

第３ 事業メニューの実施に当たってのガイドライン

１ 要綱第３第２項のガイドラインは、別添１のとおりとする。

２ 事業実施主体は、アからキまでに掲げる事項を内容とする事業を実施する場合には

別添１によるほか、それぞれ以下の点に留意するものとする。

ア 協議会等の開催

協議会等の開催に伴う経費には、旅費、謝金及び資料作成費等を含むものとす

るが、協議会の開催上真に必要なものに限るものとする。

イ 研修会等の開催

研修会等の開催に当たり、参加者から参加費用を徴収する場合、徴収した額と交

付金との合計額が開催経費を上回らないこととする。

ウ 生産資材の購入等

モデル農家やほ場において、新しい技術の検証等を行う場合であって生産資材

等を購入する必要がある場合には、本事業実施による掛かり増し分に限り交付金

の対象とする。

エ 農業用機械施設の整備（ リース等を含む。）

農業用機械施設の交付対象の基準については、農業用機械施設補助の整理合理

化について（ 昭和57年４月５日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知） 、農

業用機械施設の補助対象範囲の基準について（ 昭和57年４月５日付け57農蚕第

2503号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、食品流通局長及び林

野庁長官連名通知） 及び補助事業により導入する農業機械に係る審査の適正化等

について（ 昭和60年４月５日付け60農蚕第1947号農林水産省構造改善局長、農蚕

園芸局長、畜産局長、食品流通局長及び林野庁長官連名通知） の定めるところに

よる。

オ 電子情報処理システム等の開発

交付金により電子情報処理システムやコンピュータ・ プログラムを開発する場



合にあっては、事業の実施に必要なものに限り交付金の対象とする。

カ 地域提案型事業

要綱第５第２項の地域提案型事業の交付率は、類似の事業メニューの交付率を

準用する。

なお、この場合の事業メニューは、目標値の達成のために必要であるものに限

るものとし、農家等の個人の資産の形成につながるもの等は交付金の対象としな

い。

キ 人件費が発生する事業

事業の実施に要する人件費の算定に当たっては、 「 補助事業等の実施に要する

人件費の算定等の適正化について」 （ 平成22年９月27日付け22経第960号経理課長

通知） 及び「 委託事業における人件費の算定等の適正化について」 （ 平成22年９

月27日付け22経第961号経理課長通知） に基づき適切に算定するものとする。

３ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 営農集団」 は、次のア及びイの要件を満たして

いるものとする。

ア 農事組合法人以外の農地所有適格法人であること。

イ 法人格を有するものであって、受益農家数は３戸以上であること。

４ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 特認団体」 は、次のア及びイの要件を満たして

いるものとする。

ア 代表者の定めがあること。

イ 定款等組織及び運営についての規約の定めがあること。

５ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 都道府県協議会」 は、次のアからウの要件を満

たしているものとする。

ア 都道府県を構成員とし、市町村、農業協同組合等の関係者により組織される団体

であること。

イ 代表者の定めがあること。

ウ 定款等組織及び運営についての規約の定めがあること。

６ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 産地協議会」 は、次のアからウの要件を満たし

ているものとする。

ア 農業協同組合、地方自治体等の関係者により組織される団体であること。

イ 代表者の定めがあること。

ウ 定款等組織及び運営についての規約の定めがあること。

７ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする

する団体」 は、次のア及びイの要件を満たしているものとする。

ア 代表者の定めがあること。

イ 定款等組織及び運営についての規約の定めがあること。

８ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 生産者の組織する団体」 は、次のアからウの要

件を満たしているものとする。

ア 代表者の定めがあること。

イ 定款等組織及び運営についての規約の定めがあること。

ウ 防疫対策の実施を目的として設立された団体で、畜産農家３戸以上により構成さ



れていること。

９ 要綱別表１の事業実施主体の欄の「 民間事業者」 は次のアからウまでの要件を満た

しているものとする。

ア 代表者の定めがあること。

イ 定款等組織及び運営についての規約の定めがあること。

ウ 事業を行う具体的な計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団

体であること。

10 要綱別表１の１食料安全保障確立対策推進交付金の目標の欄の(1-2)に掲げる事業

実施主体の欄の営農集団が事業実施主体になる場合にあっては、「 環境と調和のとれ

た農業生産活動規範について」 （ 平成17年３月31日付け16生産第8377号農林水産省生

産局長通知） に基づき、事業実施期間中に交付金の受益農業者から、点検シートの提

出を受け、当該農業者が点検を実施した旨を確認するものとする。

第４ 事後評価結果の反映の方法等

１ 要綱第27第７項の知事が別に定めるところによる事後評価結果の反映の方法等

は、別添２によるものとする。

２ 要綱第27第８項の事後評価の公表については、知事が事業を実施した年度の翌年

度の12月末までに要綱第27第５項の結果を公表するものとする。

第５ 地域での食育の推進における対象経費及び交付率

要綱別表１の１食料安全保障確立対策推進交付金の目的欄の３の地域での食育の推進

に係る経費欄及び交付率欄において知事が別に定めるとされている経費及び交付率は、

別表２によるものとする。

第６ 施設整備等の一般的基準

交付金による施設整備等の一般的基準は次のとおりとする。

１ 事業実施主体は、事業実施計画書において、交付金の対象とする経費に、当該年度

において交付決定までに実施した事業に係る経費（ 本事業の目的を達成するために必

要不可欠である経費であって知事が認めるものに限る。） を含めることができる。

２ 交付金の対象となる事業費は、県において使用されている単価及び歩掛りを基準と

して、当該地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとする。ま

た、施設については県において一般的に使用されている仕様を基準とし、規模、構造

等についてはそれぞれの目的に合致するものとし、努めて経費の節減を図ることとす

る。

３ 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業を本対策に切り

替えて交付の対象とすること、個人施設若しくは目的外使用のおそれのあるもの及び

事業効果の少ないものは、交付金の対象としないものとする。

４ 交付金は、新築、新設又は新品の取得による事業を対象とする。ただし、既存の施

設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該地域又は事業の実情に

即し適当と認められる場合には、古品古材の利用に係る事業を対象とすることができ



るものとする。

（ １） 新築、新設又は新品の取得による事業については、耐用年数がおおむね５年以上

のものとする。

（ ２） 古品古材の利用に係る事業については、新素材と一体的な施工又は利用管理を行

う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。

５ 施設の整備に伴う用地の買収若しくは貸借に要する費用又は補修費は、交付金の対

象としないものとする。

６ 既存施設の代替として、同種・ 同能力のものを再度導入すること（ いわゆる更新）

は、交付金の対象としないものとする。

７ 事業実施主体は、施設等の使用実績及び機械の稼動実績等が、それぞれ明らかとな

るような記録簿を常時整備し、保管するものとする。

８ 事業費の低減を図るため適切と認められる場合には、直営施工を積極的に推進する

こととし、その場合において、当該直営施工に係る人力施工を交付の対象とすること

ができ、又は当該直営施工に係る資材のみを交付の対象とすることができるものとす

る。

９ 事業実施主体が本事業により整備した機械・ 施設の管理運営を直接行い難い場合に

は、原則として、当該機械・ 施設に係る本事業の実施地域に係る団体（ 農業協同組合

連合会、農業協同組合、公社、消費者団体、特定非営利活動法人、地方公共団体所属

団体、営農団体（ 農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人その他農業者

の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めが

あり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。） で

あって、知事が適当と認められるものに、当該機械・ 施設の整備目的が確保される場

合に限り、管理運営させることができるものとする。ただし、要綱別表１の２の事業

メニュー及びその内容の欄の（ ２） については、事業実施主体は管理規程を定めた上

で都道府県知事等が適当と認める場合に限り、整備した畜産経営体に対し、交付金を

受けて整備した施設等を管理運営させることができるものとする。

野生動物侵入防止柵の維持管理等については、消費・ 安全局長が別に定める通知を

踏まえ適切に行うものとする。

10 交付対象となる附帯事務費の額は、事業実施主体附帯事務費にあっては、対象とな

る事業に要する総事業費の10％に相当する額以内とする。

なお、附帯事務費の使途基準については、別表２に掲げるとおりとする。

11 要綱別表１の伝染性疾病・ 病害虫の発生予防・ まん延防止のうち家畜衛生の推進の

実施に当たっては、家畜排せつ物、施設排水及び臭気等について、適切な処理が行わ

れるよう環境の汚染、公害・ 衛生問題等に留意するとともに、機械・ 施設の整備に当

たっては、飼養頭数、使用頻度、家畜衛生状況、家畜保健衛生所の病性鑑定能力その

他の地域の実情を勘案して、過剰な投資とならないよう十分配慮するものとする。

なお、食料安全保障確立対策整備交付金については、公債発行対象経費であるこ

とから対象経費（ 汎用性のある備品は交付対象外） の執行には留意するものとする。

12 交付事業の経理については、都道府県の事務費に対する補助金の経理の適正化につ

いて（ 平成７年11月20日付け７経第1741号農林水産事務次官依命通知） により厳正に



行うものとする。

13 事業の着手及び着工

（ １） 事業の着手及び着工（ 機械の発注を含む。以下「 着手」 という。） は、原則とし

て、交付決定に基づき行うものとする。

ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急、かつ、やむ

を得ない事情により、交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、

あらかじめ、その理由を明記した交付決定前着手（ 着工） 届（ 別記様式第１号）

を、知事に提出するものとする。

（ ２） 前号のただし書により交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、

当該事業について、事業の内容が的確であり、かつ、交付金の交付が確実である

旨の知事からの文書による通知を受けて、着手するものとする。

また、この場合においても、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等

は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

（ ３） 知事は、第１号のただし書による着手については、事前にその理由等を十分に検

討して必要最小限にとどめるよう指導するほか、着手後においても必要な指導を

十分に行うことにより、当該事業が適正に行われるようにするものとする。

（ ４） 事業実施主体の長は、交付決定前に着手した場合には、交付申請書の備考欄に着

手年月日及び交付決定前着手届の文書番号を記載するものとする。

14 事業実施主体は、事業について厳正的確な実施を期するとともに、事業の目的が十

分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものとする。

15 事業実施主体は、工事契約、物品調達契約、委託契約等の契約を締結する場合に

は、原則として一般競争入札等競争性のある方式により契約相手方を選定することと

し、極力、経費の節減に努めるものとする。

第６ 推進指導等

１ 事後評価結果等に基づく指導

（ １） 知事は、市町村長等に対し、交付金で実施する内容が、国や県の政策課題、全国

的な指標と比較した場合の取組水準等に鑑み適切なものとなるよう、指導を行う

ものとする。

また、事業実施後、目標値の達成度、事業の実施方法等の評価に加え、それぞ

れの市町村等の事情や政策課題を踏まえつつ、交付金で実施した内容と全国的な

指標、県内各市町村等の取組水準又は外国における取組事例を比較した相対的な

評価を実施し、これらに基づき、市町村等に対し、今後の対応、事業の実施に当

たっての留意事項等について指導を行うものとする。

知事は、これらの指導を行うに当たって、必要に応じて評価検討委員の意見を

聴く ものとする。

（ ２） 知事は、やむを得ない事情により目標値の達成が困難になった場合を除き、要綱

第27第６項により、市町村長等に対し、事後評価が低く なった要因の説明を求め

るとともに改善の指導・ 助言を行うものとする。

なお、やむを得ない事情とは、家畜伝染性疾病の発生、自然災害、経済的事情



の著しい変化等の要因により、正常な事業の遂行が困難な場合であって、事後評

価に際して意見を聴く評価検討委員が妥当であると認めた場合をいう。

（ ３） （ ２） により知事から指導・ 助言を受けた市町村長等は、次年度の事業実施計画

を策定する場合には、当該指導・ 助言の内容を踏まえたものとする。

（ ４） 市町村長等は、要綱第27第３項による指導をもってしても、目標値の達成に向け

た改善が図られない場合にあっては、改善が見込まれるまでの間、当該事業実施

主体に対する交付金の交付を見合わせることとする。

２ 交付金の減額等

県は、事業実施計画書の変更により交付金の全部又は一部に不用額を生じることが

明らかになった時は、交付金の一部又は全部を減額し、若しく は市町村長等に対し、

すでに交付された交付金の一部又は全部の返還を求めることができるものとする。

３ 不正行為の防止等

（ １） 市町村長等は、交付金の事業実施主体の代表者、理事又は職員等が、交付金の実

施に関して不正な行為をした場合又は疑いがある場合においては、事業実施主体

に対して当該不正行為等に関する真相及び発生原因の解明並びに再発防止のため

の是正措置等、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

（ ２ ） 市町村長等は、前号に該当する事業実施主体が交付金の事業実施を要望する場

合、事業実施主体から報告を受けた当該不正行為等の真相及び発生原因、事業実

施主体において講じられた再発防止のための是正措置等の報告内容が、交付金の

適正な執行を確保する上で不十分であると認められるときは、提出を受け付けな

いものとする。

附 則

この要領は、平成25年５月16日から施行する。

附 則

この要領は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成27年４月９日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年４月11日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年４月２日から施行する。



附 則

１ この要領は、平成31年４月26日から施行する。

２ この通知による改正前の島根県消費・ 安全対策交付金実施要領に基づき実施した事業

については、なお従前の例による。

附 則

１ この通知による改正は、令和２年５月20日から施行する。

２ この通知による改正前の島根県消費・ 安全対策交付金実施要領に基づく事業メニュー

にあっては、同要領の規定は、なおその効力を有する。

附 則

１ この通知による改正は、令和４年６月14日から施行する。

２ この通知による改正前の島根県消費・ 安全対策交付金実施要領に基づく事業メニュー

にあっては、同要領の規定は、なおその効力を有する。

附 則

１ この通知による改正は、令和５年５月22日から施行する。

２ この通知による改正前の島根県消費・ 安全対策交付金実施要領に基づく事業メニュー

にあっては、同要領の規定は、なおその効力を有する。



別表１ 目標値設定に当たっての根拠及び留意事項

１ 食料安全保障確立対策推進交付金

目的及び目標 目 標 値 目標値設定に当たっての根拠及び留意事項

Ⅰ農畜水産物の安全性の向上
１－１安全性向上措置の検証・
普及のうち農産物・ 加工食品
の安全性向上措置の検証

・ 要綱別表１ の１ のⅠの１ の
(1-1)の（ １ ）事業メニューに
ついては調査地区数（ 調査点
数も含む。 ）
・ 要綱別表１ の１ のⅠの１ の
(1-1)の( 2)の事業メニューに
ついては安全性向上対策の有
効性・ 実行可能性の検証対象
とする類型数

＜根拠となるデータ等＞
ア 要綱別表１ の１のⅠの１ の(1-1)の( 1)の事業メニューに取り組
む場合は、実施対象とする危害要因、品目、生産条件等を踏まえた、
調査地区数（ 調査点数も含む。 ） とする。
イ 要綱別表１ の１のⅠの１ の(1-1)の( 2)の事業メニューに取り組
む場合は、実施対象とする危害要因、品目、対策、生産条件、地域
等の組み合わせによる類型数とする。

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
要綱別表１の１ のⅠの１ の(1-1)の( 2)の事業メニューに取り組む
場合の目標値については、安全性向上効果の比較対象（ 慣行） とな
る類型を含め、危害要因ごとに２つ以上の類型を設定すること。
検証の対象となる対策は、これまでの試験研究で効果の報告が行わ
れているものであること。また、地域において既に安全性向上対策と
して広く 普及・ 推進されている技術は対象としない。
検証に必要となるデータを整備することをもって事業実績とする。

１ －２安全性向上措置の検証・
普及のうち農業生産における
リスク管理措置の導入・ 普及
推進

カド ミ ウム低吸収性イネを用
いたカド ミ ウム及びヒ素濃度の
同時低減技術及び水稲における
ヒ素濃度低減技術の各技術別の

①実証試験及び展示ほの総実施
箇所数（ 本事業により実証し、
又は展示したものの数に限
る。 ）
②技術利用マニュアルの作成等
のリスク管理措置の導入・ 普
及推進の取組数

＜根拠となるデータ等＞
要綱別表１の１のⅠの１の(1-2)の各事業を実施する場合は、 事業
実施年度の各技術手法別の実証試験及び展示ほの各技術別の総実
施箇所数並びに各技術別の取組数とする。

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
ア 要綱別表１の１のⅠの１の(1-2)のうち( 1)又は( 2)を実施する
場合は、実証試験等を踏まえた実証技術の技術利用マニュアル（ 原
案を含む。 以下同じ。 ） を令和７年までに作成する。
イ 要綱別表１の１のⅠの１の(1-2)のうち(1)の実証試験並びに(3)
①に用いる品種は、これまでの試験研究で効果の報告が行われてい
るものであること。



２ 農薬の適正使用等の総合的な
推進

次の項目のうち一以上の項目
につき目標値を設定する。
・ 農薬の不適切な販売及び使用
の発生割合
・ 埋設農薬の処理進捗率
・ 試験従事者等への農薬ＧＬ Ｐ
に係る研修の開催回数

・ ・ 農薬ＧＬ Ｐに適合したほ場の
環境の整備を行うほ場数

＜根拠となるデータ等＞
ア 農薬の不適切な販売については、都道府県等において実施する農
薬取締法に基づく 立入検査等により把握している農薬取締法違反
率とする。
イ 農薬の不適切な使用については、都道府県等において実施する農
薬取締法に基づく 立入検査、実態調査、残留農薬モニタリング調査
等により把握している農薬取締法違反率とする。
ウ 当該都道府県における埋設農薬の総量に対する当該年度末まで
の処理数量累計の割合を目標値として設定する。なお、本要領別添
１の第１の１の（ ２ ） のエにより汚染拡大防止措置を講じる場合の
当該地点の埋設農薬の数量についても処理数量累計に含めること
ができるものとする。
エ 農薬登録に必要な試験の信頼性確保に係る適正実施に向けた試
験従事者等への農薬ＧＬ Ｐに係る研修の開催回数については、実施
主体が開催した当該研修の回数とする。
オ 農薬登録に不可欠な作物残留試験データが適切に取得されるよ
う 、農薬ＧＬ Ｐ試験の実施が可能なほ場の環境整備として、ほ場の
借上げ、 苗木の購入及び植付後の栽培管理等を行うほ場の数とす
る。

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
ア 農薬の不適切な販売とする農薬取締法（ 昭和23年法律第82号） 違
反の対象は、同法第17条、第18条第１項及び第２項、第20条、第21
条第１項並びに第31条第３項とする。
イ 農薬の不適切な使用とする農薬取締法違反の対象は、 同法第24
条、 第25条第３項、第26条第２項及び第31条第３項とする。
ウ 農薬取締法違反率は、調査実施販売者数に対する不適切な販売の
あった販売者数、並びに調査等実施使用者数に対する不適切な使用
のあった使用者数とする。
違反率＝（ Ａ＋Ｂ） ／２
Ａ＝不適切な販売者数／調査実施販売者数
Ｂ＝不適切な使用者数／調査等実施使用者数

エ 農薬の不適切な販売及び使用の発生割合の目標値は、前年度等の
過去に把握している違反率を基本として過去の趨勢等を勘案し、幅
をもって設定できる。
オ 農薬の不適切な販売及び使用の発生割合の達成度は、目標値に対
する実績値の割合から算出することとする。
達成度＝（ １－実績値×２ ） ／（ １－目標値×２ ）

カ 埋設農薬の処理進捗率を算出する際に用いる当該都道府県にお



ける埋設農薬の総量は、原則として「 埋設農薬の管理状況等に係る
調査について」 （ 平成20年４月３日付け農林水産省消費・ 安全局長
通知） により把握した数量とする。ただし、それ以降の調査等によ
って追加等されている場合には、その根拠を明確にした上で数量を
変更することができるものとする。

Ⅱ伝染性疾病・ 病害虫の発生予防・
まん延防止
１家畜衛生の推進

家畜衛生に係る取組の充実度 ＜根拠となるデータ等＞
家畜の伝染性疾病（ 家畜伝染病予防法（ 昭和26年法律第166号） 第
４ 条第４項及び第13条第４項の規定に基づき都道府県が国に報告す
る監視伝染病及び都道府県等が病性鑑定で把握する監視伝染病以外
の伝染性疾病をいう 。以下同じ。） の検出割合の減少率及び検査件数
の増加率により家畜衛生に係る取組の充実度を次式にて算出する。

算定式＝100×（ 1＋Ａ ） ×（ 1＋Ｂ）
Ａ＝家畜の伝染性疾病の検出割合の減少率
注） 検出割合＝（ 家畜の伝染性疾病の発生件数） ／

（ 対象疾病の検査件数）
Ｂ＝Ａにおける対象疾病の検査件数の増加率
※１ Ａの下限を-0. 99とする。
※２ Ａ及びＢは、小数点以下３桁（ ４桁四捨五入） まで求め
るものとする。

※３ 充実度は、小数点以下１桁（ ２桁四捨五入） まで求めるも
のとする。

＜目標値設定に当たって留意事項＞
発生件数は原則として過去３年間の平均の発生件数（ 小数点以下四
捨五入） 分の他、継続発生分を含め、清浄化件数を減じた件数を使用
することとし、検査件数（ 延べ件数） は原則として過去３年間の平均
（ 小数点以下四捨五入） を使用すること。
なお、 家畜防疫対策要綱（ 平成11年４月12日付け11畜Ａ第467号農
林水産省畜産局長通達） 別記１「 監視伝染病のサーベイランス対策指
針」 に基づく サーベイランスの対象疾病、対象となる家畜の種類及び
範囲、検査方法等に変更がある場合にあっては、当該疾病については
算定の対象から除く ことができる。
また、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の越境性動物疾
病が発生した場合には、その発生件数及びその防疫措置に係る検査件
数は除く ものとする。



２病害虫の防除の推進 次の項目のうち一以上の項目
につき目標値を設定する。

・ 従来の防除対策では防除が困
難な作物の防除体系等におけ
る防除に関する管理手法の現
状からの向上率

・ 従来の防除対策では防除が困
難な作物の防除体系等の普及
取組数

・ 総合防除の普及のための指導
者の育成に必要な研修・ 講習
への参加、当該研修・ 講習の
開催等の回数

＜根拠となるデータ等＞
従来の防除対策では防除が困難な作物の防除体系等における防除
に関する管理手法の現状からの向上率は次式により算出する。
防除体系等における防除に関する管理手法の現状からの向上率＝
Ｘ ＋100
Ｘ ＝従来の防除対策では防除が困難な作物の防除体系の管理手法
において新たに実践しよう とする管理手法の全管理手法に対する割
合（ ％） 。

従来の防除対策では防除が困難な作物の防除体系等の普及取組数
については、当該作物について新たに確立した発生状況調査手法、防
除技術、代替防除技術等の普及を目的とした周知回数。

総合防除の普及のための指導者の育成に必要な研修・ 講習への参
加、当該研修・ 講習の開催等の回数については、実施主体の担当者が
参加した研修・ 講習、実施主体自らが開催した当該研修・ 講習の回数。

３重要病害虫の特別防除等 対象病害虫の調査等の総回数 ＜根拠となるデータ等＞
ア 要綱別表１の区分の欄のⅠの目的の欄の２の目標(4)のうち重要
病害虫侵入警戒調査等の実施について設定するものとする。
イ 対象病害虫毎の調査の実施地点数に調査を実施する回数を乗じ
た数と、防除の実施地域数に防除の実施回数を乗じた数を足した数
を各対象病害虫の延べ数を総回数とする。

Ⅲ地域での食育の推進

地域での食育の推進 ・ 食文化の継承度 ＜根拠となるデータ等＞
ア 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承
している者の割合
イ 郷土料理や伝統料理を月１回以上食べている者の割合

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
都道府県を通じた取組については、直近の食育推進基本計画、都道
府県作成の食育推進計画及び市町村実施のアンケート 調査を踏まえ
て目標値を設定する。
都道府県域を越えた取組については、直近の食育推進基本計画を踏
まえて目標値を設定する。



・ 栄養バランスに配慮した食
生活の実践度

・ 食育の推進に関わるボラン
ティ アの数

・ 学校給食における地場産物
を使用する割合

・ 地域等で共食したいと思う
人が共食する割合

＜根拠となるデータ等＞
ア 主食・ 主菜・ 副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食
べている者の割合
イ 主食・ 主菜・ 副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食
べている若い世代（ 20～30歳代） の割合

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
都道府県を通じた取組については、直近の食育推進基本計画、都道
府県作成の食育推進計画及び市町村実施のアンケート 調査を踏まえ
て目標値を設定する。

＜根拠となるデータ等＞
食育の推進に関わるボランティ ア団体等において活動している国
民の数とする。

＜目標設定に当たっての留意事項＞
直近の食育推進基本計画、都道府県作成の食育推進計画及び市町村
実施のアンケート 調査を踏まえて目標値を設定する。

＜根拠となるデータ等＞
学校給食における地場産物を使用する割合を金額（ 材料費） ベース
で算定し、 目標値を設定する。

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
都道府県を通じた取組については、直近の食育推進基本計画、都道
府県作成の食育推進計画及び市町村実施のアンケート 調査を踏まえ
て目標値を設定する。
都道府県域を越えた取組については、直近の食育推進基本計画を踏
まえて目標値を設定する。
事業年度に学校給食に地場産物等を新たに導入する計画が無い場合
は、地場産物等を使用する割合の増加によらない目標を設定すること
ができることとする。

＜根拠となるデータ等＞
共食の場における食育活動を行った後における共食をしたいと思
う人数／共食の場における食育活動に参加する人数



・ 食品ロス削減のために何ら
かの行動をしている者の割
合

・ 環境に配慮した農林水産物
・ 食品を選ぶ者の割合

・ 産地や生産者を意識して
農林水産物・ 食品を選ぶ者
の割合

・ 農林漁業体験を経験した者
の増加割合又は延べ人数

＜目標設定に当たっての留意事項＞
直近の食育推進基本計画、都道府県作成の食育推進計画及び市町村
実施のアンケート 調査を踏まえて目標値を設定する。

＜根拠となるデータ等＞
食品ロスの削減に向けた取組を行った後に何らかの行動をしよう
と意識する人数／食品ロスの削減に向けた取組に参加する人数

＜目標設定に当たっての留意事項＞
直近の食育推進基本計画、都道府県作成の食育推進計画及び市町村
実施のアンケート 調査を踏まえて目標値を設定する。

＜根拠となるデータ等＞
環境に配慮した農林水産物・ 食品への理解向上の取組を行った後
にそれら農林水産物・ 食品を選ぶと意識するようになる人数／環境
に配慮した農林水産物・ 食品への理解向上の取組に参加する人数

＜目標設定に当たっての留意事項＞
直近の食育推進基本計画、都道府県作成の食育推進計画及び市町村
実施のアンケート 調査を踏まえて目標値を設定する。

＜根拠となるデータ等＞
地域での食育の推進の取組を行った後に産地や生産者を意識して
農林水産物・ 食品を選ぶと意識をするようになる人数／地域での食
育の推進の取組に参加する人数

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
全事業の実施に伴う目標とする。
都道府県を通じた取組については、直近の食育推進基本計画、都道
府県作成の食育推進計画及び市町村実施のアンケート 調査を踏まえ
て目標値を設定する。
都道府県域を越えた取組については、直近の食育推進基本計画を踏
まえて目標値を設定する。

＜根拠となるデータ等＞
延べ人数（ 人） ＝各農林漁業体験の機会に参加した人の

合計（ 同じ者が２つの体験に参加した
場合２人とする）



（ a1+a2+…am） -( b1+b2+…bn)
増加割合（ ％） ＝ ×100

b1+b2+…bn

a： 本年度体験予定者数（ 延べ人数）
b： 前年度体験者数（ 延べ人数）
m： 本年度に農林漁業体験を行う数
n： 前年度に農林漁業体験を行った数

＜目標設定に当たっての留意事項＞
ア 前年度の体験者数（ 延べ人数） を把握し、 本年度の体験プログ
ラム等から参加予定者数や開催回数等を勘案して、目標値を設定
する。
イ 前年度の体験者数が０人の場合は、増加割合ではなく 、 本年度
体験予定者数（ 延べ人数） を目標値とする。
ウ 自然災害又は感染症の影響により、オンライン又はデジタル媒体
で行う必要がある場合は、農林漁業体験を実際に経験した者増加に
よらない目標を設定することができることとする。



２ 食料安全保障確立対策整備交付金

目的及び目標 目 標 値 目標値設定に当たっての根拠及び留意事項

Ⅱ伝染性疾病・ 病害虫の発生予防・
まん延防止

１家畜衛生の推進 施設の活用によるバイオセキ
ュリティ の向上率

単位当たりの所要時間等の減少率によりバイオセキュリティ の向
上率を次式にて算出する。

算定式＝100×（ １＋Ａ ）
Ａ＝単位当たりの病性鑑定等に要する時間注の減少率、又は防疫資材
の防疫拠点への集積に係る時間の減少率又は精度管理に係る文
書や電子データの整理に要する時間の減少率又は県における野
生動物侵入防止柵未整備家畜飼養農場数の減少率

注）単位当たりの所要時間＝（ 検査実施時間、焼却時間等） ／（ 検査実
施検体数、処理頭羽数等）

※Ａの下限を-0. 99とする。

＜目標値設定に当たっての留意事項＞
単位当たりの所要時間等とは、診断の迅速化・ 高度化及びバイオセ
キュリティ の確保に資する施設導入の目的に鑑み、単位当たりの病性
鑑定、前処理、保管、及び廃棄物処理に要する時間、防疫資材の防疫
拠点への集積に係る時間、標準作業書並びに試験等及び内部点検の結
果その他精度管理に係る文書や電子データの作成・ 整理に要する時
間、環境汚染濃度、都道府県における野生動物侵入防止柵未整備家畜
飼養農場数、離乳豚舎前室若しく は車両消毒エリアの整備により飼養
衛生管理が向上する豚飼養農場数等の数値とする。



別表２ 地域での食育の推進における対象経費及び交付率

事業メニュー 経費 交付率

ア 食育推進検討会の開催 （ ア） 食育推進検討会の開催費
委員謝金・ 旅費（ 外部委員に限る） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、事務局活動費、役務費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ イ） 地域の食育関係情報整備費
調査票・ 資料印刷費、賃金（ 集計） 、調査員手当・ 旅費（ 実態調
査） 、役務費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ ウ） 教材作成費
教材編集料、印刷費、啓発資材作成・ レンタル費、通信運搬費、消耗
品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ エ） 都道府県において、アの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

イ 課題解決に向けたシンポジウム等
の開催

（ ア） 課題解決に向けたシンポジウム等の開催費

講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、
資料印刷費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務
費、保険料、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 調理体験の教材、展示及び試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50万
円（ 交付上限額25万円） 。



（ イ） アンケート調査費
調査票・ 資料印刷費、賃金（ 集計） 、役務費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ ウ） 都道府県において、イの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

ウ 食育推進リーダーの育成及び活動
の促進

（ ア） リーダー育成及び活動の促進に係る経費

講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 調理体験の教材、展示及び試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ イ） 都道府県において、ウの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

エ 食文化の保護・ 継承のための取組
支援

（ ア） 食文化の保護・ 継承のための取組に係る経費

講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）



食材費（ 調理体験の教材、展示及び試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ イ） 都道府県において、エの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

オ 農林漁業体験の機会の提供 （ ア） 教育ファーム検討委員会開催費
委員謝金・ 旅費、会場借料、機器借料、資料印刷費、役務
費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ イ） 農林漁業体験の機会の提供費

体験ほ場の借地料、体験ほ場管理に係る物材費、指導者謝金・ 旅費、
賃金（ 運営補助） 、農業機械・ 簡易トイレ等借料、資料印刷費、啓発資
材作成・ レンタル費、貸し切りバス借料（ 日帰りに要するものに限
る。） 、種苗・ 生産資材費（ 実習用具等の消耗品費を含む。） 、会場借
料、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 農林漁業体験の一環として行う加工・ 調理体験、試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。



（ ウ） 農林漁業体験の機会の提供推進のためのコーディネートの実施費
賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、貸し切りバス借料（ 日帰り

に要するものに限る。） 、資料印刷費、役務費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ エ） 都道府県において、オの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

カ 和食給食の普及 （ ア） 献立の開発費
調理師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印
刷費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ イ） 食育授業費
講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 調理体験の教材、展示、試食用） 、 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ ウ） 都道府県において、カの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上



限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

キ 学校給食における地場産物活用の
促進

（ ア） 生産者とのマッチング調査・ 調整費
調査員手当・ 旅費、資料印刷費、役務費、通信運搬費、消耗
品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ イ） 生産者とのマッチング交流会開催費

講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、貸し切り
バス借料（ 日帰りに要するものに限る。） 、資料印刷費、啓発資材作
成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 展示・ 試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ ウ） 献立の開発及び試食会費

調理師及び講師に対する謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、
機器借料、資料印刷費、啓発資材作成・ レンタル費、役務費、通信運搬
費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 給食を除く （ 給食に付け加えた試食は可。） 。） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ エ） 食育授業費

講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）



食材費（ 調理体験の教材、展示、試食用、給食を除く （ 給食に付け加
えた試食は可。） 。）

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ オ） 都道府県において、キの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、アからコまでの職員旅
費の合計の上限は20 万円（ 交
付上限額10万円） 。

ク 共食の場における食育活動 （ ア） ニーズ調査費
調査票・ 資料印刷費、賃金（ 集計） 、役務費、通信運搬費、
消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ イ） 農林漁業者等とのマッチングの調査・ 調整費
調査員手当・ 旅費、資料印刷費、役務費、通信運搬費、消耗
品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ ウ） マッチング交流会開催費
講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、貸し切り
バス借料（ 日帰りに要するものに限る。） 、資料印刷費、啓発資材作
成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 調理体験の教材、展示、試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額100万
円（ 交付上限額50万円） 。

（ エ） 共食の場の提供費
講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）



食材費（ 調理体験の教材、展示、試食用及び食育の教材用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額100万
円（ 交付上限額50万円） 。

（ オ） 都道府県において、クの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。

ケ 環境に配慮した農林水産物･食品
への理解向上の取組

（ ア） 意識調査費
調査票・ 資料印刷費、賃金（ 集計） 、役務費、通信運搬費、
消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ イ） 環境に配慮する農林水産物・ 食品に係る検討会・ セミナー開
催費
講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 調理体験の教材、展示及び試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ ウ） 都道府県において、ケの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万



円） 。

コ 食品ロスの削減に向けた取組 （ ア） 意識調査費
調査票・ 資料印刷費、賃金（ 集計） 、役務費、通信運搬費、消耗品
費

事業費の定額（ 1/2以内）

（ イ） 食品ロス削減検討会・ セミナー開催費

講師謝金・ 旅費、賃金（ 運営補助） 、会場借料、機器借料、資料印刷
費、啓発資材作成・ レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運
搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）

食材費（ 調理体験の教材、展示、試食用） 事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業費の上限額50 万
円（ 交付上限額25万円） 。

（ ウ） 都道府県において、コの支援に当たる監督・ 指導に係る経費
職員旅費、通信運搬費、消耗品費

事業費の定額（ 1/2以内）
ただし、事業メニューのアから
コまでの職員旅費の合計の上
限は20万円（ 交付上限額10万
円） 。



別表３ 附帯事務費の使途基準

区 分 内 容

旅 費

賃 金

共 済

報 酬 費

需 用 費

役 務 費

使 用 料 及 び 賃 借 料

物 品 購 入 費

普通旅費（ 設計審査、検査等のため必要な旅費）
日額旅費（ 官公署等への常時連絡及び工事の施行、 監督、 測量、 調査又は検査のための管内出張

旅費）

日々雇用される雑役並びに事務及び技術補助金（ 任命行為等の一定の形式により正規の地位を有
しない臨時職員。 ） に対する賃金

賃金が支弁される者に対する社会保険料

謝金

消耗品費（ 各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、その他消耗品費）
燃料費（ 自動車等の燃料費）
食糧費（ 当該事業遂行上特に必要な会議用弁当、 茶菓子賄料等）
印刷製本費（ 図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費）
修繕費（ 庁用器具類の修繕費）

通信運搬費（ 郵便料、電信電話料及び運搬費等）

自動車、会議用会場、物品等の使用料及び賃貸料

当該対象事業に直接必要な庁用器具類の購入費



別添１

事業メニューの実施に当たってのガイドライン

事業実施主体は、目標値の達成のために、交付金を活用した事業メニューを実施す

る場合には、以下のガイドラインによるものとする。

第１ 食料安全保障確立対策推進交付金

１ 農畜水産物の安全性の向上

（ １－１） 安全性向上措置の検証・ 普及のうち農産物・ 加工食品の安全性向上措置の

検証

ア 有害化学物質・ 有害微生物の汚染実態の把握

（ ア） 対象となる有害化学物質・ 有害微生物

対象となる有害化学物質・ 有害微生物（ 以下「 有害化学物質等」 という。） は、

生産・ 貯蔵・ 加工段階で農産物等（ 畜産物、林産物、水産物、飼料作物、農用地

の土壌、農業用水等を含む。（ イ） 及びイにおいて同じ。） 及び加工食品に含ま

れる有害微生物（ カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等をいい、これらの指標

となる大腸菌等の微生物を含む。以下同じ。） 及び有害化学物質（ かび毒、アク

リルアミド、多環芳香族炭化水素類、カドミウム、ヒ素、鉛等をいう。以下同じ。）

とする。

（ イ） 汚染実態の把握

生産・ 貯蔵・ 加工段階の農産物等・ 加工食品に関するリスク管理を適切に実施

するため、次のａ からｄ までに掲げる点に留意しつつ、農産物等及び加工食品に

含まれる有害化学物質等の実態調査を行う。

なお、調査分析等の一部を外部機関に委託することができる。

ａ ほ場から試料（ 農産物のほか土壌等） を採取する際は、採取ほ場から均等

に採取すること。

ｂ 農産物と土壌等を同時に採取するときは、同一地点から採取することとし、

可能な限り収穫期に採取すること。

ｃ 恒常的に実施している検査については対象としないこと。

ｄ 要綱別表１の交付率が定額（ 100 万円上限） で実施するコメ中のヒ素の実

態を把握するための調査の対象試料は、コメのみ、またはコメ及び農用地土

壌を対象とすること。

イ 安全性向上対策の有効性・ 実行可能性の検証

（ ア） 対象となる有害化学物質等

対象となる有害化学物質等は、生産・ 貯蔵・ 加工段階で農産物等及び加工食品



を汚染する有害微生物及び有害化学物質とする。

（ イ） 安全性向上対策の有効性・ 実行可能性の検証

対象農産物等・ 加工食品の生産・ 貯蔵・ 加工方法に適した有害化学物質等に係

る安全性向上対策（ 汚染リスク推定技術、吸収・ 生成抑制技術、貯蔵管理及び

製造技術、農産物における肥培管理及び灌水管理技術、家畜における飼養衛生

管理及び微生物排泄抑制技術等） の対象地域における有効性・ 実行可能性の検

証を行う。なお、検証に当たり、必要な検査機器を整備することができるもの

とする。また、その際、調査分析等の一部を外部機関に委託することができる

ものとする。このうち、土壌由来の有害化学物質の安全性向上対策の有効性・

実行可能性の検証においては、農用地土壌及び農産物中における有害化学物質

の濃度実態並びに過去の試験・ 検証成果を十分踏まえ、次のａ からｄ までに掲

げる事項を実施するものとする。

ａ 農作物の汚染リスク推定技術の検証

土壌データに基づき有害化学物質による潜在的な農作物の汚染リスクを

推定する技術を検証するため、土壌の理化学性と農作物中の有害化学物質濃

度を調査分析するとともに、その関係を統計学的に解析するものとする。そ

の際、次の（ ａ ） から（ ｃ ） までに掲げる点に留意するものとする。

（ ａ ） 事業実施地区内の代表的な土壌を対象に、土壌の理化学性と農作物中

の有害化学物質濃度のデータについて、統計学的な解析に必要な点数を

集積すること

（ ｂ ） 土壌と農作物の試料採取は、原則として同一地点で行うこと。

（ ｃ ） 技術を実用化するための推進体制を整備すること。

ｂ 吸収抑制技術の検証

農作物による有害化学物質の吸収を抑制する技術を検証するためのほ場

の設置・ 運営及びその効果の確認等を行う。

なお、事業実施主体が都道府県及び地方独立行政法人（ 試験研究機関であ

って都道府県が設立したものに限る。 ） の場合は、カドミウムに関する水稲

を対象とする吸収抑制技術は本事業の対象外とする。

ｃ 植物浄化技術の検証

植物を用いて土壌中の有害化学物質を除去する技術を検証するためのほ

場の設置・ 運営及びその効果の確認等を行う。

また、検証に用いた植物を適切に処分できる場合に限るものとし、用いる

植物は過去の試験研究において、土壌中の有害化学物質の除去に一定の効果

が確認された植物とする。

ｄ 土壌洗浄技術の検証

薬剤等を用いて土壌中の有害化学物質を洗浄・ 除去する技術を検証するた

めのほ場の設置・ 運営及びその効果の確認等を行う。



なお、実施に当たっては、ほ場からの洗浄水の流出防止等、周辺環境に悪

影響を与えないよう十分配慮するものとする。

（ ウ） 有害化学物質等の技術検証報告書の作成

有害化学物質等に係る安全性向上対策の情報及び（ イ）における検証結果（ 対

策の有効性・ 実行可能性、導入コスト試算等） を取りまとめ、技術検証報告書

を作成するものとする。

ウ 協議会の開催等

ア（ イ） 、イ（ イ） 又はウを実施する場合、県、市町村、生産者団体、生産

者等から構成される協議会の開催、専門家による事業者等への指導、事業者等

向け講習会の開催・ 講習会への参加支援等ができるものとする。

（ １－２） 安全性向上措置の検証・ 普及のうち農業生産におけるリスク管理措置の導

入・ 普及推進

ア カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の同時低減技術の

実証・ 普及

事業実施主体は、カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の

同時低減技術の実用化に向け、次の（ ア） 及び（ イ） に掲げる事項を実施できる

ものとする。

また、本事業の実証試験の対象品種は、コシヒカリ環１号又は栽培性が良好で

コシヒカリ環１号並みのカドミウム低吸収性を有する品種若しく は品種候補系統

に限るとともに、育成者権を有する者と必要な調整を行うものとする

（ ア） カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の同時低減技術の

実証試験の実施

水田等においてカドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度

の同時低減技術の実証試験を行うとともに、実証試験に必要な管理等を行うこ

と。

実証試験等の実施に当たっては、次のａ からｄ までに掲げる点に留意するも

のとする。

ａ 実証効果の把握、評価

実証試験の効果を把握するため、ほ場の土壌中及び作物体中のカドミウム

及びヒ素濃度等を測定し、その結果から技術の効果を評価する。

ｂ 種籾の管理

次年度以降に使用する種籾の増殖・保管及び処分を実施することができる。

ｃ 横流れ防止の徹底

実証試験ほ場の収穫物が、事業目的以外に供されることがないよう地域へ

の周知や収穫物の管理・ 廃棄等について、適切な措置を講ずるよう留意す

る。



ｄ 事業の委託

実証試験のほ場管理等の一部及びａ の取組に係る分析を外部機関に委託

することができる。

（ イ） カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の同時低減技術の

導入に必要な調査及び検討

過去の試験・ 検証効果を十分に踏まえ、地域内のカドミウム及びヒ素濃度実

態の詳細把握並びに農作物、作物体中のカドミウム及びヒ素濃度低減に向けた

戦略策定のための検討会開催等を行う取組及び技術の検討のため、次のａ から

ｄ までに掲げる事項のうち１以上のものを実施すること。

ａ 協議会の開催

市町村、普及指導センター、農業者、学識経験者等から構成される協議会

を開催すること（ 以下「 協議会の開催」 という。 ） 。

ｂ 技術利用マニュアルの作成

カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の同時低減に

向けたリスク管理措置の検討結果や（ ア） の取組を踏まえ、技術利用マニュ

アルの作成等を行うこと（ 以下「 技術利用マニュアルの作成」 という。 ） 。

ｃ 分析調査の実施

作物体中及び土壌中のカドミウム及びヒ素濃度分析調査等を行うこと（ 分

析調査等の一部を外部機関に委託することができるものとする。以下「 濃度

分析調査」 という。 ） 。

ｄ 全国検討会への出席

実証試験に関する情報を収集し、技術の確立のための実証方法、調査成績

等について検討する全国成果検討会等に出席し、当該地域における実証試験

に反映させること（ 以下、「 全国検討会への出席」 という。 ） 。

なお、本取組を実施する場合は、（ ア） と併せて実施することとする。

また、技術利用マニュアルについては、本取組において実施するか否かに

かかわらず、令和７年までに作成するものとする。

イ 水稲におけるヒ素濃度低減技術の実証・ 普及

事業実施主体は、水稲におけるヒ素濃度低減技術の実用化に向け、次の（ ア） 及

び（ イ） に掲げる事項を実施できるものとする。

（ ア） ヒ素濃度低減技術の実証試験の実施

水田等においてヒ素濃度低減技術の実証試験を行うとともに、実証試験に必要

な管理等を行うこと。

実証試験等の実施に当たっては、アの（ ア） のａ 、ｃ 及びｄに掲げる点に留意

するものとする。この場合において、アの（ ア） のａ 中「 カドミウム及びヒ素濃

度等」 とあるのは「 ヒ素濃度等」 に読み替えるものとする。

（ イ） ヒ素濃度低減技術の導入に必要な調査及び検討



過去の試験・ 検証効果を十分に踏まえ、地域内のヒ素濃度実態の詳細把握並び

に作物体中のヒ素濃度低減に向けた取組及び技術の検討のため、協議会の開催、

技術利用マニュアルの作成、濃度分析調査又は全国検討会への出席を実施するこ

と。この場合において、技術利用マニュアルの作成については、アの（ イ） のｂ

中「 カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の同時低減に向け

た」とあるのは「 ヒ素濃度低減に向けた」に、濃度分析調査については、アの（ イ）

のｃ 中「 カドミウム及びヒ素濃度分析調査等」とあるのは「 ヒ素濃度分析調査等」

に読み替えるものとする。

なお、本取組を実施する場合は、（ ア） と併せて実施するとともに、アの（ イ）

における留意事項に留意するものとする。

ウ カドミウム及びヒ素濃度低減技術の導入推進活動

事業実施主体は、実証技術の効果的な普及に向け、次の（ ア） 又は（ イ） に掲げ

る事項を実施できるものとし、これと併せて、協議会の開催及び濃度分析調査を実

施できるものとする。ただし、濃度分析調査を（ イ） に掲げる事項と併せて実施す

る場合は、アの（ イ）のｃ 中「 カドミウム及びヒ素濃度分析調査等」とあるのは「 ヒ

素濃度分析調査等」 に読み替えるものとする。

（ ア） カドミウム低吸収性イネを用いたカドミウム及びヒ素濃度の同時低減技術の

技術導入推進活動

アの取組等を踏まえて作成した技術利用マニュアルに基づいて展示ほの設置・ 運

営等を行い、併せて、次のａ からｃ までに掲げる事項を実施すること。なお、展示

ほの設置・ 運営等については、その一部を外部機関に委託することができるものと

する。

また、展示ほの収穫物を販売する場合は、当該品種の育成者権を有する者と必要

な調整を行うとともに、展示ほの設置に係る経費については、一般品種の栽培と比

較した際の掛かり増し経費のみ補助対象とする。

ａ 技術効果の確認

展示ほの土壌中及び作物体中カドミウム及びヒ素濃度等を測定・ 分析する

ことにより技術の効果を確認すること（ 以下「 技術効果の確認」 という。） 。

なお、その際、測定・ 分析を外部機関に委託することができる。

ｂ 検討会の開催

実証技術を導入・ 周知するための検討会を開催すること（ 以下「 検討会の

開催」 という。 ） 。

ｃ 農業者講習会の開催

農業者等への当該技術及びその効果の普及にあたり、展示ほを活用した現

地講習会を開催すること（ 以下「 農業者講習会の開催」 という。 ） 。

（ イ） 水稲におけるヒ素濃度低減技術の技術導入推進活動



イの取組等を踏まえて作成した技術利用マニュアルに基づいて展示ほの設置・

運営等を行い、併せて、技術効果の確認、検討会の開催及び農業者講習会の開催

を実施すること。この場合において、技術効果の確認については、（ ア） のａ 中

「 カドミウム及びヒ素濃度等」 とあるのは「 ヒ素濃度等」 に読み替えるものとす

る。なお、展示ほの設置・ 運営等については、その一部を外部機関に委託するこ

とができるものとする。

また、展示ほの設置に係る経費については、通常栽培と比較した際の掛かり増

し経費のみ補助対象とする。

（ ２ ） 農薬の適正使用等の総合的な推進

ア 農薬の安全使用の推進

事業実施主体は、農薬の安全使用の推進を図るため、次の（ ア） から（ エ） ま

でに掲げる事項を実施するものとする。

（ ア） 農薬の危害防止

農薬の適正使用を徹底し、農薬の使用に伴う危害の防止を図るため、農薬使

用者を対象とした講習会の開催や広報手段を活用した啓発活動等を行う。

（ イ） 農薬使用状況の調査・ 指導

農薬適正使用の普及啓発を図るため、農薬使用者を対象とした農薬使用状況

の調査、記帳指導等を行う。

（ ウ） 農薬適正使用アドバイザー等の育成

農薬の適正使用の普及を図るため、農薬適正使用アドバイザー等の育成研修

等を行う。

（ エ） 周辺環境への負荷の軽減

農薬の使用に伴う環境への負荷軽減を図るため、地域ごとの農薬の使用に

係る基準の策定等を行う。

イ 農薬の適切な管理及び販売の推進

事業実施主体は、農薬の適切な管理及び販売の推進並びに農薬の飛散防止対策

の推進を図るため、農薬販売者の研修・ 指導の実施、農薬管理指導士の育成研修

等を行うものとする。

ウ 農薬残留確認調査等の実施

事業実施主体は、地域における農作物の栽培状況、病害虫の発生状況、農薬の

使用実態等を勘案して、次の（ ア） から（ ウ） までに掲げる事項を実施するもの

とする。

なお、その際、調査及び試験の一部を外部機関へ委託することができるものと

する。

（ ア） 登録基準への適合状況の確認調査

農作物、土壌、河川等の農薬残留状況の調査を行い、登録基準への適合状況



を確認する。

（ イ） 農薬の飛散・ 残留状況の調査及び飛散防止技術の効果確認調査

農薬の飛散防止対策を講じるため、農薬使用時における飛散の状況、周辺農

作物への農薬の残留状況等の調査、地域ごとの飛散防止技術の選定及び飛散防

止対策の検討等を行うとともに、残留農薬基準（ 一般基準を含む。） への適合

状況の確認を行うことによって、農薬の飛散防止技術の効果を確認する。

（ ウ） 作物群での農薬登録推進のための試験の実施

事業実施主体は、再評価制度に対応し、生産現場で使用可能な農薬の確保に

向けて、生産量が少ない農作物を含む作物群での農薬登録を推進するため、登

録に必要な作物残留試験等を実施する。

エ 実態把握を通じた原因究明及びリスク管理措置の評価・ 検証

事業実施主体は、残留農薬問題等の発生時に速やかに実態の把握及び原因究明

を行うとともに、適用しうるリスク管理措置を現地で評価・ 検証するため、次の

（ ア） から（ ウ） までに掲げる事項を実施するものとする。

（ ア） 対策協議会の開催

残留農薬基準超過事例について原因を究明するとともに、実態調査の結果を

踏まえて、残留防止対策等を立案・ 評価するため、関係者により構成される対

策協議会を必要に応じて開催する。

（ イ） 実態調査の実施

適切な残留防止対策等を策定するため、農薬の使用状況、土壌や水質の調査、

農作物のモニタリング調査等による実態調査を実施する。

（ ウ） リスク管理措置の検証

立案された残留防止対策等が現地において実際に適用可能かどうか確認・ 検

証するため、農作物等のモニタリング調査等を行う。

オ 農薬による蜜蜂の被害を軽減するための対策の確立

事業実施主体は、飼養蜜蜂の被害が発生した場合であって、蜜蜂被害が農薬に

よるものと考えられる場合に適用し得る被害軽減対策を地域において確立するた

め、次の（ ア） から（ ウ） までに掲げる事項を実施するものとする。

なお、（ ア） 及び（ ウ） の一部を外部機関へ委託することができるものとする。

（ ア） 実態調査の実施

飼養蜜蜂の被害が生じた地域において、農薬の使用の有無及び使用されてい

る場合の農薬の種類、適用病害虫、適用作物、使用の時期等を確認するととも

に、蜜蜂における農薬の付着の有無及び付着した場合のばく露した量を調査す

る。

（ イ） 対策協議会の開催

被害軽減対策を検討するため、農業団体、養蜂関係団体、都道府県等の参加

を得て、対策協議会を開催する。なお、農業団体、養蜂関係団体、都道府県等



による既存の協議の場がある場合には、これを活用することができる。

（ ウ） 被害軽減対策の効果の検証

（ イ） の対策協議会において検討された被害軽減対策をほ場において試行す

るなどにより、その効果を検証する。

カ 埋設農薬処理の進行管理の実施

事業実施主体は、埋設農薬を計画的かつ着実に無害化処理するため、次の（ ア）

から（ ウ） までに掲げる事項を実施するものとする。

（ ア） 協議会の開催

埋設農薬の処理計画の策定やその進行管理等を行うために、都道府県、市町

村、学識経験者、埋設処理が行われた当時の関係者等により構成される協議会

を必要に応じて開催する。

（ イ） 埋設農薬の処理計画の策定及び進行管理

処理計画は、原則として、全ての埋設農薬の処理が終了するまでのものとし、

その策定に当たっては、関係者のほか、周辺住民の意見等も十分に踏まえるも

のとする。

また、毎年度、処理実績を把握し、進行を管理する。

（ ウ） 環境調査の実施

適切な処理計画の策定、（ イ） の事業メニューの的確な実施及び処理が完了

した地点における安全性を確認するため、処理事業の事前及び事後等において、

周辺環境の調査を実施する。

キ 埋設農薬の漏えい等による周辺環境への悪影響の防止措置の実施

事業実施主体は、埋設農薬の漏えい等により周辺環境の汚染等の悪影響が懸念

されるものの、埋設農薬を直ちに処理できない場合、次の（ ア） 及び（ イ） に掲げ

る緊急的な汚染拡大防止措置を講じるものとする。

（ ア） 保管施設の整備

周辺環境の状態からみて、直ちに地中から埋設農薬を掘削除去する必要が

ある場合には、掘削・ 回収した埋設農薬を適切に保管するために必要かつ簡易

な設備の整備等を行う。

（ イ） 周辺への漏えい防止措置

埋設農薬の漏えいによる汚染拡大が懸念されるものの、直ちに埋設農薬を掘

削除去することが困難な場合には、地中に簡易な遮断壁を埋め込む等の一時的

な漏えい防止の措置を講じる。

ク 農薬登録に必要な試験の信頼性確保に係る適正実施に向けた試験従事者等へ

の研修及び環境整備

事業実施主体は、再評価制度に対応するため、当該事業実施主体に所属する

試験従事者等への「 農薬取締法に規定する特定試験成績の信頼性確保のための

基準（ 以下「 農薬ＧＬ Ｐ」 という。 ） 」 に係る研修を行うものとする。



また、事業実施主体は、果樹等の永年作物における作物残留試験が実施可能

となるよう、農薬ＧＬ Ｐに適合したほ場の環境整備として、ほ場の借上げ、苗

木の購入及び植付後の栽培管理等を行うものとする。

なお、その際、研修及び環境整備の一部を外部機関へ委託することができる

ものとする。

２ 伝染性疾病・ 病害虫の発生予防・ まん延防止

（ １） 家畜衛生の推進

ア 家畜の伝染性疾病の発生予防

事業実施主体は、地域が一体となった家畜の伝染性疾病の発生予防の取組を推進す

るため、次の（ ア） から（ ウ） までに掲げる事業を実施するものとする。

（ ア） 飼養衛生管理基準遵守の強化

ａ 飼養衛生管理者向け研修

事業主体は、飼養衛生管理者が必要とする知識・ 技術の習得・ 向上を図る

ための研修を行う。

b 自衛防疫の取組推進

自衛防疫団体等は、地域における飼養衛生管理の高位平準化を図るため、

次の（ ａ ） から（ ｃ ） までに掲げる事業を実施するものとする。

（ ａ ） 講習会・ 勉強会の開催

地域の自衛防疫団体等は、飼養衛生管理基準の適切な理解や、遵守徹底

に向けた地域の対応方向を検討するため、講習会や勉強会を開催する。

（ ｂ ） 飼養衛生管理の確認・ 点検

情報通信技術（ Ｉ ＣＴ ） を利用した遠隔監視の活用等により飼養衛生管理

の要改善箇所の確認・ 点検等を行うとともに、明らかになった課題について

対応策を検討するための検討会を開催する。

（ ｃ ） 飼養衛生管理強化策の普及・ 啓発

地域の飼養衛生管理を強化するため、パンフレットの作成・ 配布等によ

り、（ ｂ ） で検討した対応策の普及・ 啓発を行う。

c 飼養衛生管理基準・ 特定家畜伝染病防疫指針普及推進会議

市町村等は、家畜の所有者が飼養衛生管理基準を遵守することによる家畜

の飼養衛生環境の向上に向けた対応を助長するとともに、特定家畜伝染病防

疫指針に基づく対策が迅速かつ的確に講じられる体制を構築するため、次の

（ ａ ） 及び（ ｂ ） に掲げる会議を開催する。

なお、市町村等は、会議の開催に当たり、畜産関係団体等が開催する全国

防疫推進講習会に参加すること等により、飼養衛生管理基準の普及及び特定

家畜伝染病防疫指針の普及に必要な知識及び手法を習得しておく ものとす

る。



（ ａ ） 地域推進会議又は講習会

家畜保健衛生所が管轄する区域における飼養衛生管理基準及び特定家畜

伝染病防疫指針に基づく地域段階の取組を推進するための、畜産農家、市町

村、農業共済組合、農業協同組合、公衆衛生関係者等を対象とする会議又は

講習会

（ ｂ ） 県推進会議

飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針に基づく 当該都道府県内

における広域的な取組を推進するための、畜産農家、市町村、農業共済組合、

農業協同組合、当該都道府県の公衆衛生部局等から構成される会議

d 飼養衛生管理基準・ 特定家畜伝染病防疫指針指導の推進、普及及び強化

（ ａ ） 衛生管理指導

地元獣医師の診療等による農家への立入りの際に併せて実施する飼養衛生

管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の普及・ 啓発並びに同基準及び同指針に

基づく 対策を強化するため、地元獣医師を積極的に衛生管理指導等に活用し、

継続的な調査の実施等、本事業の効果的な推進を図る。

（ ｂ ） 普及・ 啓発及び運営強化

（ ａ ） の取組を推進するに当たって、必要な調査用紙の作成及び調査結果の取

りまとめ等を行うとともに、関係機関・ 団体に対し、定期的に情報の提供を行

う。

e 飼養衛生管理の改善・ 向上の指導

家畜の所有者の飼養衛生管理の改善・ 向上に資する家畜衛生情報の周知や広

報、飼養衛生管理の改善・ 向上に必要な知識や手法の普及啓発を行うための地

域講習会の開催、現地指導等を行う。

（ イ） 地域における発生予防の体制整備

ａ 農場バイオセキュリティの向上

事業実施主体は、地域の家畜の所有者等が当該地域の特性や畜種ごとの特性

を踏まえて行う農場バイオセキュリティの向上の取組を推進するため、次の

（ ａ ） 及び（ ｂ ） に揚げる事業を実施するものとする。

（ ａ ） 地域協議会の開催

当該地域における農場バイオセキュリティに係る課題を把握し、必要な対策

を検討するため、行政、家畜の所有者、獣医師等の関係者による地域協議会を

開催する。

（ ｂ ） 農場バイオセキュリティ対策の普及等

（ ａ ） の地域協議会の結果を踏まえ、地域が一体となった、①捕獲用トラップ

の整備等のねずみの駆除対策、②防鳥ネット、放牧制限の準備のためのビニル

ハウスの整備等の野生動物の侵入防止対策（ 柵の整備を除く 。 ） 、③死体保管

用冷凍冷蔵設備の整備等の死亡家畜の適正な保管対策、④飼料加熱処理装置（ 関



連資機材を含む。） の整備等の飼料の加熱処理対策、⑤動力噴霧器、燻蒸庫、

パスボックス、飲水消毒装置の整備等の消毒対策、⑥簡易更衣室、看板の整備

等の交差汚染防止対策といったバイオセキュリティ対策の適切かつ効率的な実

施方法について研修を行うなど、その普及を図るとともに、これらの対策の実

施に必要な資材の整備（ 緊急消毒を除く 。 ） を行う。

ｂ 発生予防の体制整備

（ ａ ） 疾病予防地域検討委員会の開催

家畜の伝染性疾病の発生を予防するために、地域の家畜の飼養形態の特徴や

疾病発生傾向等に精通する関係者及び専門家からなる検討委員会を開催し、地

域の実情に則した疾病予防マニュアルを作成する。

（ ｂ ） 疾病予防地域講習会の開催等

地域における家畜の伝染性疾病の予防対策を推進するため、専門家を講師と

し、市町村、農業共済組合、農業協同組合、公衆衛生関係者、畜産農家等を対

象とする講習会の開催等により疾病予防マニュアル及び家畜の伝染性疾病の予

防に必要な知識の普及啓発を行う。

（ ｃ ） 衛生検査、巡回指導等の実施等

（ ａ ）により検討された家畜の伝染性疾病について、浸潤状況を調査するため、

地元獣医師を積極的に活用し、衛生検査、巡回指導等を継続して行うとともに、

当該結果を定期的に関係者に情報提供する。

また、必要に応じ、衛生検査、巡回指導等に必要な技術・ 知見を習得する講

習会に参加する。

（ ｄ ） 資材等の導入

（ ａ ） により検討された家畜の伝染性疾病等について、その清浄化・ 発生予防

対策等の取組を実施するとともに、それに係る資材等の支援をすることにより、

幅広い普及啓発を行う。

（ ウ） 野生動物や環境からの家畜の伝染性疾病の感染予防

ａ 感染予防対策の推進

事業実施主体は、消毒ポイントの適切な管理・ 運営、野生動物の拡散防止柵

の設置等、地域における野生動物や環境からの家畜の伝染性疾病の感染予防に

必要な対策を実施する。

ｂ 緊急消毒の実施

都道府県は、「 豚流行性下痢（ ＰＥＤ） 防疫マニュアル」 （ 平成26年10月

24日付け26消安第3377号消費・ 安全局長通知） の６の（ ３） の②の緊急消毒

を行う。また、都道府県又は生産者の組織する団体等は、野生動物や野鳥にお

ける家畜の伝染性疾病の発生時に、地域協議会で決定した地域内の農場及びと

畜場・ 食鳥処理場等の出入口、畜産関係車両の通行する公道等の環境や車両消



毒ポイント並びに農場敷地内の畜・ 鶏舎周辺での緊急消毒等を行う。

イ 家畜の伝染性疾病のまん延防止

事業実施主体は、家畜の伝染性疾病のまん延を防止するための体制を整備する

ため、次の（ ア） 及び（ イ） に掲げる事業を実施するものとする。

（ ア） 疾病発生時の体制整備

ａ 疾病発生時地域検討委員会の開催

家畜の伝染性疾病の発生時に、発生地域において迅速な防疫体制が構築さ

れ的確な防疫措置が図られるよう、地域の関係者及び専門家からなる検討委

員会を開催し、疾病発生時の防疫対応や地域における連携体制等について定

めた疾病発生時防疫マニュアルを作成する。

ｂ 疾病発生時地域講習会の開催

作成した地域マニュアル及び地域の疾病発生時の防疫対応に必要な知識

の普及啓発を行うため、専門家等を講師とし、市町村、農業共済組合、農業

協同組合、公衆衛生関係者、畜産農家等を対象とする講習会を開催する。

ｃ 防疫体制の整備

市町村等は、家畜の伝染性疾病が発生した際の、地域レベルでの対策本部

の設置、家畜の処理、防疫従事者の衛生管理、周辺農場及び疫学関連農場の

対策に係る資材の支援等の防疫措置を迅速かつ的確に行うための体制を整

備する。

ｄ 発生農場等の防疫措置等

家畜の伝染性疾病のモニタリングへの協力、発生時のまん延防止のための

防疫措置の実施を促進するため、当該家畜等における防疫措置に伴う体制が

十分に整っていない場合に、発生農場等が経営再開計画に基づく経営維持・

再開に必要となる経費その他の防疫措置等に必要な経費について支援を実

施する。

ｅ 疾病の清浄性維持

（ ａ ） 地域検討委員会の開催

家畜の伝染性疾病の中で、過去に発生したことのある疾病又は地域に継続

的・ 断続的に発生の見られる疾病について、清浄性の実現又は維持を図るた

めに、地域関係者や疾病ごとの専門家からなる検討委員会を開催し、地域の

実情に則した清浄性維持マニュアルを作成する。

（ ｂ ） 地域推進会議の開催

作成した清浄性維持マニュアルの実行や疾病の清浄性を確認するために

必要な知識や手法の普及啓発を行うため、市町村、農業共済組合、農業協同

組合、公衆衛生関係者、畜産農家等による推進会議を開催する。

（ ｃ ） 清浄性確認検査、巡回指導

（ ａ ） により検討された家畜の伝染性疾病について、地元獣医師を積極的



に活用し、清浄性確認検査、巡回指導等を継続して行うとともに、当該結

果を定期的に関係者に情報提供する。

（ イ） 家畜の生産性を低下させる疾病の低減

ａ 全国検討会への出席

市町村等は、全国統一的に調査する家畜の生産性を低下させる疾病の対象

疾病の設定、調査方法及び調査結果に基づく必要な管理指導方法等について

検討するため、国が開催する全国検討会に出席する。

ｂ 調査及び指導等の実施

（ ａ ） 調査経営の選定

家畜の生産性を低下させる疾病の低減を図るため、ａ の全国検討会での検

討結果に基づき、ａ で設定された調査対象疾病について、病性鑑定依頼状況、

農業共済等の診療簿、と畜場の食肉衛生検査成績等により、当該市町村等内

の牛、豚及び鶏飼養経営の生産性阻害状況について確認し、特に、家畜損耗

が多い畜産経営を調査経営として選定する。

（ ｂ ） 疾病発生状況等の調査、検査及び指導等

（ ａ ） で選定された経営において、次のⅰからⅲまでに掲げる事項につい

て検討を行うとともに、疾病発生状況等の聞き取り調査、必要な検査材料の

採取及び検査、疫学調査、経済的損失の試算等を行い、最も有効な対策を講

ずるとともに必要な衛生管理指導を行う。

なお、必要に応じてａ で設定された調査対象疾病とは別の家畜の生産性を

低下させる疾病を調査対象疾病として設定し、調査経営の選定及び疾病発生

状況等の調査、検査並びに指導等を行うことができる。

ⅰ 対象疾病の畜種ごとの調査経営の選定方法、調査戸数、調査頭数及び調

査方法

ⅱ 調査経営の飼養家畜に係る死廃率及び廃棄率低減目標の設定

ⅲ 調査結果の取りまとめを受けた、その原因分析、対策、死廃率及び廃棄

率低減目標の達成状況等

ウ 畜産物の安全性向上

安全な畜産物の供給体制を推進するため、次に掲げる事業を実施するものとす

る。

（ ア） 生産衛生管理体制の整備

ａ 農場ＨＡＣＣＰの推進

（ ａ ） 普及・ 定着の取組

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた飼養衛生管理（ 以下「 農場ＨＡＣＣＰ」

という。 ） の円滑な普及及び定着を推進するため、生産農場の集団組織化に

よる取組地域及び取組団体を選定するとともに、次のⅰ及びⅱに掲げる事項

について検討する。



ⅰ 参加農家における衛生管理のチェック方法、モニタリング方法等

ⅱ 食肉衛生検査所の検査成績の分析等に基づいた適切な点検及び検証体

制の構築

（ ｂ ） 取組地域における調査・ 検査の実施

畜産関係団体の協力のもと、参加農家における衛生管理状況の定期的な点

検、病原微生物等の汚染又は発生状況の調査・ 検査及び検証並びにこれらの

検証に基づいた農場の衛生管理方法の改善指導を実施し、取組地域ごとに調

査成績及び衛生管理方法の改善指導成績等を取りまとめる。また、必要に応

じ、指導に必要な技術・ 知見を習得する講習会への参加等による情報収集を

行うとともに、得られた情報については、関係機関及び団体等に提供する。

（ ｃ ） 全国検討会への出席

取組地域における農場ＨＡＣＣＰの普及及び定着状況に係る情報交換並び

にその体制整備の進め方について協議するために、国等が開催する全国検討会

に出席する。

ｂ 鶏卵衛生管理体制の整備

関係団体一体となった衛生的な鶏卵の生産体制を推進するため、鶏、ねずみ、

野鳥、衛生害虫、環境等についてサルモネラに係るモニタリング検査を実施し

て衛生実態を継続的に把握し、その取りまとめを行うとともに、当該結果につ

いての疫学的な検討を行うことにより、 「 鶏卵のサルモネラ総合対策指針につ

いて」 （ 平成17年１月26日付け16消安第8441号農林水産省消費・ 安全局衛

生管理課長通知） に基づいた衛生管理の推進を図る。

エ 野生動物の対策強化

事業実施主体は、野生動物による家畜の伝染性疾病の発生及びまん延を防止す

るため、次の（ ア） 及び（ イ） に掲げる事業を実施するものとする。

（ ア） リスクが高い地域における野生動物対策

家畜の伝染性疾病の中で、過去に発生したことのある疾病又は我が国への侵

入リスクが高い疾病を別に消費・ 安全局長が地域ごとに指定し、地域の関係者

の協力を得て、検査のための野生動物の捕獲や採材、捕獲した野生動物及び死

亡野生動物を対象とした地域の清浄性又は浸潤状況を確認するための検査、検

査のために捕獲した野生動物及び死亡野鳥動物の処理等を実施する。

（ イ） 野生動物への感染防止対策

残飯等を介した野生動物への家畜の伝染性疾病の感染を防止するため、環境

部局等とも連携し、ごみ箱や看板の設置等の対策を実施する。

オ 家畜衛生対策の推進に係る関連機器の整備

は、家畜衛生対策を推進するために必要な採材・ 検査機器、診断機器、遺伝子

検査機器、バイオセキュリティ対応機器、資材の整備を行うものとする。



（ ２ ） 病害虫の防除の推進

ア 防除が困難な作物に対する防除体系の確立

市町村等は、防除が困難となっている作物に対する緊急的な防除体系の確立

を行うため、次の（ ア） から (ウ)までに掲げる事項を実施するものとする。

なお、確立を図る防除体系においては、病害虫・ 雑草の発生を経済的な被害

が生じるレベル以下に抑制する観点から要防除水準を策定するように努めるも

のとする。

（ ア） 発生パターンの変化や使用可能な農薬の減少により防除が困難となってい

る作物に対する防除体系の確立

近年の気候変動等の影響による病害虫の発生パターンの変化や農薬登録の

見直し等による使用可能な農薬の減少により、防除が困難となっている作物

について、新たな防除技術や資材の実証、実証結果に基づく防除体系の策定

・ 見直しに向けた検討会の開催、外部講師等による技術講習会の開催、技術

普及のための説明会の開催その他の地域に適した防除体系の検討に必要な

取組を行い、効果的な防除体系を確立する。

（ イ） 薬剤抵抗性病害虫・ 雑草により防除が困難となっている作物に対する防除

体系の確立

a 現場で使用できる簡便・ 迅速な薬剤感受性検定方法の確立

地域における薬剤抵抗性病害虫・ 雑草の発生状況を効率的に把握する

ため、対象とする病害虫・ 雑草を選定し、各種薬剤系統ごとの感受性検

定手法について、検定の精度、コスト （ 検定用資材、人員等） 、検定期

間、作業性（ 専門知識や特殊技術の要否） 等を調査し、当該病害虫・ 雑

草に用いられる簡便・ 迅速な感受性検定手法を確立する。

b モニタリング手法や判断基準の確立

地域における薬剤抵抗性病害虫・ 雑草の発生状況を効率的に把握し、

その結果を効果的な指導に活用するため、作業の省力化（ 調査箇所・ 件

数の見直し、新規技術の活用等） やコスト （ 人員の効率的な配置の検討

等） の観点を考慮した、新たな薬剤抵抗性病害虫・ 雑草の発生状況の調

査手法を確立するとともに、調査の結果に基づいて、薬剤抵抗性病害虫

・ 雑草に対する適切な管理手法を選択・ 実施するための判断基準を確立

する。

c ローテーション散布等の防除体系の検証等
作用機作の異なる農薬の導入や作用機作の異なる農薬を用いることに

よるローテーション散布、農薬以外の防除技術の活用その他の薬剤抵抗

性対策技術を適切に組み合わせた新たな防除体系について、薬剤感受性

の回復や防除効果の安定化による経済的損失の回避等の観点から有効性

の検証を行うことで、薬剤抵抗性病害虫・ 雑草の発生を抑制できる防除



体系を確立する。

（ ウ） 基幹的マイナー作物の病害虫・ 雑草防除技術体系の確立

基幹的マイナー作物について、病害虫・ 雑草の発生及び被害状況の調査、

病害虫・ 雑草の効果的な防除技術の実証、農薬の適用拡大に向けた試験、

検討会の開催、外部講師等による技術講習会の開催、技術普及のための説

明会の開催その他の地域に適した防除体系の検討に必要な取組を行い、防

除体系を確立する。

イ 総合防除の普及のための指導者の育成

事業実施主体は、総合防除の普及を図るため、総合防除の指導者の育成に必

要な研修、講習等へ参加するか、又は指導者の育成に必要な当該研修、講習等

を自ら開催する。

ウ 事業実施主体がア又はイの事業メニューを実施する場合、目標達成のために

必要となる調査・ 試験等を独立行政法人等外部機関へ委託して行うことができ

るものとする。

（ ３ ） 重要病害虫の特別防除等

ア 移動規制病害虫特別防除

市町村は、植物防疫法（ 昭和25年法律第151号）に基づき移動規制等の措置

が講じられうる国内の一部に発生した病害虫であって、急速なまん延が危惧さ

れ、被害の増加と周辺地域の農業生産の振興に甚大な被害を及ぼすおそれのあ

るものについて、まん延防止と被害軽減のため、発生調査、調査を踏まえた防

除等を実施するものとする。

その際、病害虫のまん延防止を図るため、必要な指導、事業周知を行うもの

とする。

なお、市町村がこの事業メニューを実施する場合にあっては、対象となる病

害虫が発生している場合に限るものとする。

イ 重要病害虫等の防除

（ ア） 重要病害虫（ クビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類を除く 。 ）

市町村は、国内で新たに発生した重要な病害虫又は国内の一部の地域に発

生した重要病害虫（ クビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類を除く 。 ） で

あって、急速なまん延が危惧され、被害の増加と周辺地域の農業生産の振興

に甚大な被害を及ぼすおそれがあり、植物防疫法に基づく防除に関する勧告

等の対象となりうるものについて、発生調査、防除、防除効果確認調査、防

除技術の確立等を実施するものとする。

その際、病害虫のまん延防止を図るため、必要な指導、事業周知を行うも

のとする。

なお、市町村がこの事業メニューを実施する場合にあっては、対象となる



病害虫が発生しているか又は侵入が懸念される場合に限るものとする。

（ イ） クビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類

事業実施主体は、クビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類に対し、発生

調査、防除、防除効果確認調査等を実施するものとする。

その際、病害虫のまん延防止を図るため、必要な指導、事業周知を行うも

のとする。

なお、事業実施主体がこの事業メニューを実施する場合にあっては、新た

に対象となる病害虫が発生している場合に限るものとする。また、防除に関

する交付対象経費その他の実施細目については、知事が別に定めるものとす

る。

ウ 特殊病害虫緊急防除

（ ア） 市町村は、国内で新たに発生した重要な病害虫又は国内の一部の地域に発

生している重要病害虫であって、急速なまん延が危惧され、被害の増加と周

辺地域の農業生産の振興に甚大な被害を及ぼすおそれがあるものについて、

発生範囲を特定するための調査及び初動防除を実施するものとする。

（ イ） （ ア） の調査結果等を踏まえ、緊急に防除対策等の措置を講じる必要があ

るものについて、発生状況調査、防除、防除効果確認調査、防除技術の確立

等を実施するものとする。

その際、病害虫のまん延防止を図るため、必要な指導、事業周知を行うも

のとする。

なお、市町村がこの事業メニューを実施する場合にあっては、対象となる

病害虫が発生しているか又は発生しているおそれがある場合に限るものと

する。また、防除に関する交付対象経費その他の実施細目については、知事

が別に定めるものとする。

３ 地域での食育の推進

（ １） 事業の内容等

第４次食育推進基本計画（ 令和３年３月31日食育推進会議決定）及び食育基本

法（ 平成 17 年法律第 63 号） 第 17 条に基づき作成した都道府県食育推進計画

（ 以下「 食育推進計画」 という。 ） に定められた目標の達成に向けて、食文化の

保護・ 継承、農林漁業体験機会の提供、和食給食の普及、日本型食生活の普及促

進、食育を推進するリーダーの育成、学校給食における地場産物活用の促進、共

食の場における食育活動、環境に配慮した農林水産物・ 食品への理解向上、食品

ロス削減等に係る次のアからコまでの取組の全部又は一部を行う。

また、事業の実施に当たっては、国産農林水産物や地域の食品の魅力の再発見

と生産者に対する理解向上に資するようにするとともに、事業実施主体において

は、事業で実施した取組を都道府県域内に広く普及させるための取組を行うもの



とする。

さらに、市町村等は、本事業を効果的・ 効率的に実施することを目的として、

必要に応じて本事業の実施主体及びその他の関係者が参加する会議を事業実施

期間内に開催するものとする。なお、同会議の開催に当たっては、会議参加者等

で構成する食育協議会を組織するよう努めるものとする。

ア 食育推進検討会の開催

日本型食生活の普及促進、食文化の保護・ 継承、農林漁業体験機会の提供の

推進等を図るための食育推進検討会を開催し、地域における食育の進め方につ

いての検討や効果の検証を行うとともに、関係者間のネットワークを構築す

る。

また、食育推進検討会において、地域の食育関係情報を事例調査等で整備し、

優良な食育活動の普及等を図り、食育推進活動の指導を行う。

イ 課題解決に向けたシンポジウム等の開催

第４次食育推進基本計画及び食育推進計画に掲げられた課題の解決及び目

標達成に資するテーマに基づく シンポジウム、交流会、展示会等を開催する。

ウ 食育推進リーダーの育成及び活動の促進

地域における食育活動を総合的かつ効果的に推進するため、食品衛生、栄養

改善、農業生産、食文化等の分野において専門的に食育活動を行うボランティ

ア活動の調整、コーディネート等を行うことができる食育推進リーダーの育成

を促進するとともに、食育推進リーダーの活動（ 講習会、研修会、現地指導等）

を通じて食文化の保護・ 継承、日本型食生活等の普及、農林漁業体験の機会の

提供等を促進する。

エ 食文化の保護・ 継承のための取組支援

郷土料理や行事食等の地域食文化の保護・ 継承や日本型食生活の実践に向

け、子育て世代や若い世代を中心とする各世代に向けた調理講習会や食育授業

等を開催する。

オ 農林漁業体験の機会の提供

農林漁業者等の指導の下、地域の関係者と連携を図りながら、農作業等の体

験の機会を提供する。本取組の実施に当たっては、生産者又は指導者から本取

組に関する講話等の実施を併せて行う。

カ 和食給食の普及

学校等の施設給食での和食給食の普及に向けて、献立の開発及び子供や学校

関係者を対象とした食育授業を開催する。

キ 学校給食における地場産物活用の促進

学校給食における地場産物の使用割合を増やすために、生産者とのマッチン

グ、地場産物を使用した献立の開発、試食会の開催及び子供や学校関係者を対

象とした食育授業を開催する。



ク 共食の場における食育活動

地域における共食のニーズを把握し、共食の場において食材を提供する地域

の農林漁業者等とのマッチングの取組、地域の農林漁業者等や食文化の継承者

を招いた食育の取組及び地域における共食の場を試験的に設けるための取組

を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、活動を休止又は縮

小等している既存の共食の場を、適切な感染防止対策を講じた上で再開し、食

育活動を行う。

なお、共食の場を設ける際には、食や農林水産業への理解を深めるための活

動となるよう、国産・ 地場産食材を中心に使用することとし、単なる食料供給

の場とならないようにする。

また、既存の共食の場の再開支援については、再開のために（ エ） 共食の場

の提供費の支援を受けた者は、翌年度以降上記（ エ） の支援を受けることはで

きない。

ケ 環境に配慮した農林水産物・ 食品への理解向上の取組

環境に配慮した農林水産物・ 食品への理解に関する意識調査、生産者・ 企業

等と連携した啓発資料の作成・ 配付、地域住民等を対象としたセミナー等の開

催を行う。

コ 食品ロスの削減に向けた取組

食品ロスの削減に向けた消費者等の意識調査、飲食店等と連携した啓発資料

の作成・ 配布、地域住民等を対象としたセミナー等の開催を行う。

第２ 食料安全保障確立対策整備交付金

伝染性疾病・ 病害虫の発生予防・ まん延防止

家畜衛生の推進

ア 飼養衛生管理向上施設整備

事業実施主体は、家畜飼養農場の衛生管理向上に資するため、次の（ ア） か

ら（ ウ） に掲げる施設等の整備を行うものとする。

（ ア） 野生動物侵入防止柵整備

家畜飼養農場において野生動物の侵入を防止する柵（ 出入りのために一体

的に設ける可動柵や放牧制限の準備のための囲い込み用の柵を含む。）

ただし、豚飼養農場においては、規模拡大等により新たに野生動物侵入防

止柵を整備する必要が生じた場合に限る。

（ イ） 離乳豚舎前室整備

離乳豚を飼養する豚舎出入口で作業者の動線を管理し更衣・ 長靴交換等を

確実に実施するための前室

ただし、以下に掲げるa及びbの実施基準に留意すること。

a 交付率は事業費の１／２以内とし、１農場あたりの交付額は450千円を上



限とする。

ｂ 過去に本交付金を受けて離乳豚舎前室を整備した豚飼養農場に新たに

離乳豚舎前室を整備する場合においては、規模拡大等によりその必要が生じ

た場合のみ交付対象とする。

（ ウ） 車両消毒エリア整備

豚飼養農場入口での車両消毒時に生じた汚水等による車両の再汚染を防止

するために必要な車両消毒エリアの舗装

ただし、以下に掲げるaから cの実施基準に留意すること。

ａ 車両消毒エリアとは、衛生管理区域への入場のために車両消毒を実施す

る場所であり、整備する農場に来場する車両の大きさを勘案し、車両消毒

を実施するために必要な広さを有するものとする。

ｂ 本交付金での交付対象は１農場あたり１箇所、原則として面積は 50 ㎡

を上限とする。既存のコンクリート舗装に追加して整備する場合には、既

存部分を含めて50㎡以内とする。ただし、整備する農場に通常入場する車

両の大きさを勘案し、50㎡を超える面積が必要である場合は、理由書を付

すこと。

c 過去に本交付金を受けて車両消毒エリアを整備した豚飼養農場に新たに

車両消毒エリアを整備する場合においては、規模拡大等によりその必要が

生じた場合のみ交付対象とする。



別添２

事後評価結果の反映の方法等について

１ 事後評価の方法

（ １ ） 市町村長等は、要綱第27第１項及び第２項により市町村以外の事業実施主体か

ら提出される成果報告書を基に、目標ごとに、当初設定した目標値に対する当該

事業実施年度における達成度（ 実績値／目標値） を算出する（ 小数点第１位は切

り捨て） 。

（ ２ ） （ １ ） で求めた目標ごとの達成度を、各目標ごとの交付金の執行額で加重平均

し、市町村等の総合的な達成度を算出し、その結果を表３－１の基準に当てはめ

て、総合評価を行う。

表３－１ 総合評価の基準等

総合評価 基 準
配分額への反映率
（ 評価結果指数）

Ａ 達成度の平均が80％以上 1. 00

Ｂ 達成度の平均が50％以上80％未満 0. 90

Ｃ 達成度の平均が50％未満 0. 80

なお、家畜の伝染性疾病の発生、自然災害、経済的事情の著しい変化等の要因

により、正常な事業の遂行が困難となり、目標値の達成が困難になった場合、評

価の基準を変更することができる。

２ 事後評価結果の反映

１で求めた市町村等の総合評価の結果を基に、表３－１から、配分額への反映率

（ 評価結果指標） を求め、国実施要領別添２の算式に適用することにより、次年度

以降の交付金の額に反映させる。


